
【機密性2】

第1表刑事事件の当月と前月及び前年同月との比較総人員表

(上段は件数を示す）

事件の種類

新
受
人
員

既済人員

総
数

破
棄
自
判

破
棄
差
戻

同
移
送

上
告
棄
却

公
訴
棄
却

取
下

そ
の
他

未
済
人
員

前月の人員

新
受
既
済
未
済

前月 との
比較増減数

新
受
既
済
未
済

前年同月の人員

新
受
既
済
未
済

前年同月との
比較増減数

新．

受

既
済
未
済

当年1月

からの累計

新
受
既
済

上告

うち裁判員関与

87

89

11 ‘

1l

125

11

126

1l

106

9

107

9

19

19

2

2

341

40

363

47

163

18

168

22

91

3

92

3

379

40

400

47

－76

-79

-7

－11

34

8

34

8

-38

-37

106

13

107

14

133

9

134

9

316

42

333

45

－19

-2

－18

－3

－8

2

-8

2

25

－2

30

2

626

56

642

63

627

48

641

48

その他

145

146

153

155

153

155

124

128

196

198

136

137

132

137

-51

-52

17

18

-8

－9

162

167

163

168

103

110

－17

-21

－10

-13

21

18

838

844

801

806

合計

232

235

278

281

106

107

19

19

153

155

465

491

359

366

227

229

511

537

-127

-131

51

52

－46

－46

268

274

296

302

419

443

－36

－39

-18

-21

46

48

1464

1486

1428

1447

備考



【機密性2】

第2表刑事上告事件新受及び終局区分総件数及び人員表
今｢il6¥

刑事上告月報

第2表（5月分）

総数表

件数

総
数

受新

そ
の
他

柄

受
刑
収
容
中

身

不
拘
束

の

未

収

容

時

勾
留
執
行
停
止

理

保
釈

受
・

勾
留

人立申

そ
の
他

・
双
方
か
ら

検
察
官
側

被
告
人
側

国
週
弁
霞
人

私
避
弁
護
人

済
そ
の
他

棄劃
今 争e－

公訴

取
下

決
定

｜
判
決

－

却
一
定

棄告上棄

決

刑
訴
法
一
一
幅
権
鍔

刑
所
法
一
一
岬
毒
》

刑
訴
法
一
一
噸
一
一
》

刑
訴
法
三
八
五
条

決
香
面
審
理

判
弁
論
を
経
た
も
の

判

差
戻
し
。
移
送

無 免

Q

罪| ”

暁
・
一
部
有
罪

破
自

有
罪
（
全
部
）

総
数

上|鯖_審劉論､卿．
刑法魂

l決に対し

|控訴審判

特別法犯

うち ．

銭判月聰是

刑法犯

うち

鮫判員関与

告|決に対し特別法犯
・ うち

計

狸01縄I淫与

うち裁判員関与

】

59

7

27

4

87

ll

1

59

7

27

4

87

ll

1

40 1 18

7

10 2 15

3 1

51 3 33
｡

10 11

1

80

8

44

3

125

11

1

1 721 7 I

6 2；

331 11

3

1 105 19

9 2

1

18 ． 66

1 7

101 38
－－

’ 3

281 105

1 10

刑事上告月報

第2表（5月分）

総数表

人員

そ
の
他

柄

受
刑
収
容
中

受
身

不
拘
束

一
睡
一
幸
図
諏
行
停
嶢

理受
一
保

釈

勾

留

新

人
そ
の
他

立申

双
方
か
ら

検
察
官
側

被
告
人
側

絶
数

国
遡
弁
譲
人

○

私
選
弁
護
人

済
そ
の
他

公解棄却却棄告上

取
下

定決

決
定

判
族

刑
訴
法
一
一
幅
程
》

■
■
■
■
■
■
、
■
Ⅱ
■
８
Ⅱ
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
８
■
■
■
Ｕ
Ｄ
ｑ
Ｄ
０
■
■
■
■
ｆ
凸
■
０
日
０
■
０
■
日
日
Ⅱ
Ⅱ
。

刑
訴
法
一
一
樒
罹
》

刑
訴
法
一
一
幅
一
一
鐸

刑
訴
睦
三
八
五
条

決
書
面
審
理

判
弁
飴
を
経
た
も
の

■

６

Ｆ

■

■

９

日

０

■

ｒ

Ｌ

Ｏ

１

棄

判

差
戻
し
・
移
送

免
誘

無
罪

駄
一
部
有
罪

破
自

’

有
罪
（
全
部
）

総
数

’
上'第一審判

告

|決に対し

’

刑法犯

うち

鯉判貝関与

特別法犯

うち
.餓判員関与

控解審判

決に対し

計

刑法犯

うち

絃1311;1鯛与

特別法犯

うち
故判R関与

うち裁判員関与

1
6

一

60

７
８２

4

89

,11

1

60

7

28

4

89

11

1

40 11 1 19

7 1

10 2 16

31 1

51 3 35

10 1

1

80

8

45

3

126

11

１

７
２

72

6

11

19

34

４
台

3

106

1

1

一
．
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｐ
９
マ

29

I

, l

18 66

1。 7

13 38

3

31 105

1 10



【機密性2】

第2表刑事上告事件法廷別新受及び終局区分総件数表

刑事上告月報

第2表（5月分）

件数

受新

受 理 時 の 身 柄人立由

そ
の
他

受
刑
収
容
中

不
拘
束

未
収
容

勾
留
執
行
停
止

保
釈

勾
留

そ
の
他

双
方
か
ら

検
察
官
側
・

被
告
人
側

総
数

預既
公訴棄却却棄

垂
ロ

ー＝

上

そ
の
他

取
下

定決
－

棄

決
定

判
決

刑
訴
法
二
極
権
窪

刑
訴
法
一
一
種
詫
葬

刑
訴
法
一
一
種
浄
鍔

刑
訴
法
三
八
五
条

決
書
面
審
理

判
弁
鈴
を
経
た
も
の

～－

判

差
戻
し
・
移
送

免
訴

無
罪

一
部
有
罪

破
一
自
一
有
罪
（
全
部
）

総
数

国
逸
弁
霞
人

私
選
弁
護
人

第一審判

痢法犯

うみ堂飼負窟心

決に対し特別法犯

うち域同■ロケ

刑法犯

控訴審判lう防鹸両日画与

上決に対し'特別法犯
うち戴胃貝巨与

大法廷合計

刑法犯

第一審判i'｡cw口画鼎
決に対しI特別法犯

うち酎口四

I刑法和■

－

控訴審判|うち“貝函

決に対し'特別法犯
うち趣貢貝尽卑

一ー一

第一小法廷合計

|刑法犯

第一審判と皇堅竺
決に対し'特別法邪

うち低利且閏々

控訴審判

刑法邪

に扇面
決に対しI特別法訓

うち厘再回pq

第二小法廷合計

第一審判

刑法加

うち回伺貝画4

告決に対し特別法釧
うち域利回国4

・ 刑法う［

控訴審判うら”回国山

決に対し特別法乳
うち蝕匂回画4

第三小法廷合計

20

1

１
２

１

31

1

18

4

11

30

21

２

５

２

26

－

P

’

201

1

．11

’2

31

1

８
４
１
０

１
１
３

21

２
５
２

26

I ．

句

141 1 51

1

4
I

2．

7

181 1 12

1

121 6

4
心 や 守

4 1 6

17 1 12

14 7

2

2 1 2I

1 1

16 1 9i

妬
５
｜
ｕ
ｌ
鞭

1

”
１
｜
巧
１
“

７
２

．
１６

18

1
－

35

I

’

i 35 1
－

I 5

8 3；

1

431 4
＊ リ

I

1

23 4
一

1
｡

12 3b

1

1 35 8

I

1 14 2
β ■

1 1

131 5

1

1 271 7

I

１
４
《
９

，
Ｊ雫

ｂ
司
上
ｎ
Ｊ

9

1

40

1

－

10 19

’ 1

1 14
－■■一

1

11 34

焔
２
焔
－
１
釦ｉ

２
６
８



【機密性2】

第2表刑事上告事件法廷別新受及び終局区分総人員表

J~IFE

刑事上告月報

第2表（5月分）

人員．

総
数

新

申 立 人

被 検 双 そ

方
か

察
官

告
人

の

側 側 ら 他

受

そ
の
他

稿
ｌ
受
刑
収
容
中

身
．

不
拘
束

の

未
収
容

時

勾
國
執
行
停
止

理

保
釈

受

勾
留

済陸

公諺棄却

国
遺
弁
議
人

私
選
弁
護
人

そ
の
他

取
下

決
定

判
決項三号

一
刑
訴
法
三
八
六
条

誕
産

罰
闘
蕊

棄
決
一全

刑
訴
法

一
項
一
号

三

八

六

条

告
刑
訴
法
三
八
五
条

上棄

決
書
面
容
理

判
弁
姶
を
経
た
も
の

判

破
自

差
戻
し
・
移
送

免
蘇

無
罪

一
部
有
罪

有
罪
（
全
部
）

総
数

36

５
１
１
７

１
４

1

８
４
２
１

１
１
３

1

18

4

12 ．

31

’

６
７

13

《
■
Ⅱ
Ⅱ
８
ｐ
６
口
Ⅱ
日
日
日

１
１

Ｇ
５
Ⅱ
《
６

２
４
４
７

１

１

1

７
１
５

２
１
1

43

６
■
■
■

１

４
１
３
Ｒ

一一■

’

』３
２
１
５

２
１
３

，
り
り
一

１
１
１
１
申
４

寺
“
Ⅱ
０
０
，マ

ー

一一

1

19
－

1

1 14

1

11 34

21

２
５
２

26

１
２

２
－

５
２

26
一

７
２
１
９

ｌ
●
－
＋
‐
１
１
１
》
１
日
５
ｐ
Ｉ
Ｉ

１
１

４
２
２
１
６

１

１

17

2

19

I

36

1
9

← ユ ー =

1 14 2

1合 1 1

14 5

1

1 28 7

21 16
2

9： 15

1

11 31



【機密性2】

第3表刑事雑事件新受内訳人員表

注関係条文中，法律名のないものはすべて刑事解訟法であり，規は刑訴規則である。

事件名
一

一 条文・人員I 関係条文 人員 事件名 一一
条文・人員 関係条文 ． 人員

音轄の併合，指定及び移転の請求 ’8, 15, 17 2

管轄事件の移送の請求 ’
I

19

畿判官又は裁判所書記官に対する忌避及び回避の申立て21,26,規13, 15 2

勾留理由の開示の請求

1

被告人本人の請求 ’82

被告人以外の者の請求

勾留取消の請求 187,91 1

保釈請求
’
i88,91

保釈取消の請求 196. 1

勾留執行停止の取消の請求 |96･1

保釈保証金没取の請求

一
Ｊ
６
０

96．Ⅲ

押収物仮還付の請求 123．Ⅱ

訴訟法上の令状請求
168, 199,204,205,

210,218

上訴権回復の請求 362

準抗告 429

裁判の疑義の解釈の申立て 501

裁判の執行の異義の申立て 502

異議申立権回復の請求

上告棄却決定に対する訂正申立て

上告棄却決定に対する特別抗告

上告棄却決定に対する異議申立て
414， 385．Ⅱ， 386．
Ⅱ，428

6

32

上告棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別
抗告

上告棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する異議
申立て

勾留理由開示請求却下決定に対する異議申立て

特別抗告棄却決定に対する特別抗告

特別抗告棄却決定に対する異議申立て

特別抗告棄却決定に対する不服申立て

訴訟費用執行免除申立て棄却決定に対する異議申立て

訴訟費用執行免除申立て棄却決定に対する不服申立て I

判決訂正申立て期間延長申請

上告棄却決定に対する異議申立て期間延長申請

保釈請求却下決定に対する異議申立て 規267

再審請求棄却決定に対する異議申立て

勾留取消請求却下決定に対する異議申立て

国選弁護人選任命令に対する異議申立て
●

上告趣意書差出最終日の指定に対する異議申立て

勾留期間更新決定に対する異議申立て

裁判官又は裁判所書記官に対する忌避及び回避の申立て
却下決定に対する異議申立て

訴訟費用執行免除申立権の回復請求

判決訂正申立て

1

1

1

計 46



【機密性2】

第4表刑事上告事件原裁判所（高裁）別新受・既済総件数表

刑事上告月報

第4表（5月分）

_件.数

受新

身柄受 理 時の立人

そ
の
他

受
刑
収
容
中

不
拘
束

未
収
容

勾
留
執
行
停
止

保
釈

勾
留

そ
の
他

双
方
か
ら

申告
検
察
官
側

上
被
告
人
側

被告人

法

男 女

人

特
別
法
犯

刑
法
犯

総
数

済晩

取

公訴棄却

判 決

却棄告

定決

1

’
刑
訴
法

刑
訴
法

下

ｌ
ｌ
０
ｌ
ｌ
印
ｌ
９
０
Ｇ
ｌ
凸
１
１
ｆ
Ｌ
１
ｌ

定決

一
項
三
号

三
八
六
条

一
項
二
号

三
八
六
条

１
１
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
■
０
９
４
，
１
０
０
０
■
０
６
１
〃
Ｏ
Ｉ
Ｕ
■
１
８

刑
訴
法
一
一
種
｛
へ
》

刑
翫
法
三
八
五
条

決
書
面
審
理

上

一
判
弁
飴
を
経
た
も
の

棄
一
差
戻
し
・
移
送

判
免
訴

無
罪

破
自

一
部
有
罪

有
罪
（
全
部
）

特
別
法
犯

刑
法
犯

総
数

東 京 高裁
一一■一一－■－－

うち裁判員関与

大阪高裁

うち裁判員関与

名古屋高裁

うち裁判員関与

金沢支 ・部

うち裁判員関与
広島高薮

うち裁判員関与

岡 山支部

うち裁判員関与

松江支部
うち裁判員関与
福岡高裁

うち裁判員関与

宮崎支部

うち裁判員関与

那覇支部

うち裁判員関与

仙台高裁

うち裁判員関与

秋田支部

うち裁判員関与

札幌高裁

うち裁判員関与

高松高裁
うち裁判員関与

高 裁 計

うち裁判員関与

38

4
－

哩
３
５
１
３
４
１
２
７
２
１
１
．
３
２
３
６
１８１

④－

26 12

2 2

13 4

3
－－

3 2

1

２
１
２
１
ｌ
ｌ
ｌ
２
７２

３
２
１
１
５
１
１
２
２
１
９５
7 4

32’ 6 38 24 2； 12

4 4 4
今 一

4

17171 8 1

3 3 3

8
~ q－= ●

４
１
１

１
２

５

１

３

２４
１
－
９
口
０
１
１

３
１
３
－

’

21 2 4 1 3
’

1 1 1

21 2 2

一

’

1

4 2 1 7 6 1
’

1 1 2 2

1 1 1

1 1 1
マ・－

一 ． 1
3 3 2 1

2 2 2

一

－ 凸 一

2 1 3 1 2
－→

I
一○

72 13･ 1 86 50 3 33

10 11 11 1 10 1

45

4

31

命
名
ｑ
〉
一
○

２
’

２
１
ゞ
－
０
２
－
１
１
１
６
１

１－

８
’
１
－
３

－

一
一
型
一
ｕ

１
－

27 18

2 2

０３２１１（
１１
２
６
３
１
－
－
１
－
１

２

４
１
３
１
１
－

６
－
２
警
１
１
１
５
１

－
５
－
－
２
’
一

80 44

3
－－ 争一 －

8

且
■
ａ
ｑ
、
■
■
■
■
官
８
１
日

１
．９
４
３１

４
１

！1

1

１
１
－

一

４
９
４

251
１
’

七
４
１
１
１
４
』
今
ｑ
ｌ
ｌ
剣

Ｆ
ｊ
＆
ｅ
Ｈ
Ｊ

８
ゞ
４
．
１
２
１
８
１
１
－
１
’
１

一－

１
－

＋

－－

1

1

18

５
１
８
１
２
５
９
０

〃

手

０

11

I

－
９
の

千 葉 地

地 裁 計

うち裁判員関与

１
１

１
１

1 1 1

1 1
I

③

I
●

1 l l

1

1

１
１ －－

1

1

簡 裁 計

うち裁判員関与 ◆ ●

二二：

１
１

1．

合 計

うち裁判員関与

87

11

60 27

71 4

73 13 1 87 51 3 33

101 11 11 10 1
125

1l

81 44

8 3
1 1051 ’ 19

9 1 ，



【機密性2】

第4表刑事上告事件原裁判所（高裁）別新受・既済総人員表

刑事上告月報

第4表（5月分）

人員

党

受 理 時の身柄
新

そ
の
他

受
刑
収
容
中

不
拘
束

未
収
容

勾
留
執
行
催
止

保
釈

勾
留

人
そ
の
他

立
双
方
か
ら

申告
検
察
官
側

上
被
告
人
側

人
法
人

告
女

一
被

男

一

特
別
法
犯

刑
法
犯

総
数

鞆

取

公解棄却

判 決

却棄告上棄
定決

決 定 下

刑
訴
法
一
一
一
幅
権
》

刑
訴
法
一
一
幅
起
輯

刑
訴
法
二
極
浄
輯

刑
訴
法
三
八
五
条

決
書
面
審
理

判
弁
論
を
経
た
も
の

判
一

一
破
一
里

差
戻
し
・
移
送

免
訴

無
罪

一
部
有
罪

有
罪
（
全
部
）

特
別
法
犯

既
刑
法
犯

総
数

東京高裁

うち裁判員関与

大阪高裁

うち裁判員関与

名古屋高裁
うち裁判員関与

金沢支部

うち裁判員関与

広島高裁

うち裁判員関与

岡山支．部
うち裁判員関与

松江支部

うち裁判員関与

福岡高裁

うち裁判員関与

宮崎支．部

うち裁判員関与
那覇支部

うち裁判員関与

仙台高薮

うち裁判員関与

秋田支’部

うち裁判員関与

札幌高識

うち裁判員関与

高松高識
うち裁判員関与

高 裁 計
うち裁判員関与

39

4

奇
”
０
句
垂
哩
Ｐ
【
》
令
６
４
，
毎
Ｊ
刈
玉
句
日
▲
ｎ
〃
色
、
汽
》
向
″
色
つ
Ⅱ
ユ
己
０
４
ｎ
ｑ
Ｕ
何
″
＆
ｎ
ｑ
Ｌ
Ｐ
別
、
勺
Ⅱ
Ｊ

《
又
〕
も
Ｄ
▲

１
２
２
４
２
１
２
１
３
１
１
１
２
８２

１

７
２
３
３
３
３
２
１
１
５
１
１
２
２
１
０６

２
１

7 4

U

D

I

３
８
４
１
１
３
２
１
１
２
５

１

３

二
－

６
９

■
ウ
マ

２
１

Ｊ
△
ｂ
ｑ
１
ｈ
１
９
６
－
■
■
■
■
■
日
■
Ｌ
、
《
■
Ｕ
、

Ｉ
”
４
４
８
３
１
２
１
１
２
６
２
１
２
２
１

２

I

1

50 3

101

｜
１
１
－
２
－
１
－
部
へ
庄
１

Ⅷ
壱
一
ｕ
ｌ
ｌ
－
ｕ
－
４
－
３
ｌ

９
》
４
－
７
－
３
↓
５
－
１
．
３
４
．
１
２
↑

３

１

－

８
１

｜
｜
ｌ

Ｌ
ｉ
－
３
－
Ⅲ

６
２
２

２
１

↑
１

霞
３
４
７
３
３
１
３
２
１
２
５
１
１
１
９
３
邸
Ⅲ
‐
４
０

や
”
、
０

７
１

の
』
４
１

６
４
１
２
９
５
２
２
１
０

４
３
１
２
１
１
１
６
１
８
１
３
５12

11

271 19

21． 2

211 10

2

61 3

3 2

1 1

1 1

1

6 4

2

1

1.

1

5 1

1

5 3

1 l

2 1

801 45

8 3

６
５
１
１
１
１
２
’
１
－
一
Ｊ
’
１
《
’
８
雫
２
１

40

4

25

皿
８
４
１
２
１
８
１
１
１
１

５
一
望

’

８
１
－
２
６
９

》

↑

’

一

↑

Ｉ

｜

・

↑

・

↑

1O

１

－
１

1

1

イ‐ｌ卜０今

I

千 葉 地

地 裁 計

うち裁判員関与

１
１

１
１
－

－

１
－

' , 1 1

●

1 1

１
１

１

１
1 1

１
１

簡 裁 計

うち裁判員関与

Ｉ
Ｉ
４
Ｉ
１
－
ｌ
ｌ

ｌ

－

1

！

合 計

うち裁判員関与

89

11

61 28

71 4

75 13 1 891 51 3i 35
一F一 一

101 1
I 11 10 1

126

11

81 45

8 3

1 106： 19
ー ●

9 ' 2



【擬密性2】

第5表刑事上告既済事件の法廷別・審理期間別人員表

令和6年

刑事上告月報

篤5表（5月分）

人員

総
数

既 済 人 員 の 審 理 期 間

起訴から第一審判決まで .第一審判決から控瞬審受理まで 搾群審受理から擢斫群判決まで 控訴審判決から上告審受理まで 上告審受理から上告審路局まで 起訴から上告審終局まで

三 六 一 二こえ一 六 一え三 六 一 二 三三え一 二 三 六 一一え三 六 一 一
一 四四え一 二 四 五 六 七 七え

年
以
内

年
以
内

年
以
内

年
以
内

年
以
内

る
も
の

竿
を
超

年
以
内

年
以
内

年
以
内

年
以
内

月
以
内

月
以
内

る
も
の

年
を
超

年
以
内

月
以
内

月
以
内

月
以
内

月
以
内

ろ
も
の

年
を
超

年
以
内

年
以
内

年
以
内

月
以
内

月
以
内

る
も
の

年
を
超

年
以
内

月
以
内

月
以
内

月
以
内

月
以
内

る
も
の

隼
を
超

年
以
内

年
以
内

月
以
内

月
以
内

I

’
る
も
の

年
を
超

年
以
内

年
以
内

大法廷

うち銭判員関与

第一小法廷

うち裁判員関与

第二小法廷

うち銭判員閥与

第三小法廷

うち裁判員関与

47

6

43

2

36

3

Ｔ

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｏ

ｑ

ａ

■

■

Ⅱ

Ⅱ

ｑ

Ｂ

ｑ

11 121 18' 51 1 21 25 1 17 25 4 1 26 21 38 8 1 19, 23: 3 2
‐ ．↓

1 4; 1 3 3 4 1 1 2!
・÷ -‐ ＆

4 3 21 1 4 1 1

16 10i l41 31 21 21 17 22 3 33 9 36 7

1

I
●

1 1 1 1 1 1 1 2'
○

13 111 8. 2 21 10; 23

’ 31
1

1

、

22; 181 3

1 1

, 3 21 141 1 231 13 28 7 1 21 121 1 21

1 21 1 21 1 21
６
■

2i l 3

合 計

うち銀判員関与

126

11

40 33’ 40， 10 3
，

521 69 4 551 611 ． 8′ l l 82 43 ･102 22 1 1 62 53 7 4

11 81 2 5 6 1 7 ’ 2， 1 4 7 7 3 1 1 81 21 11 81 21 1



【機密性2】

第6表刑事上告未済事件の法廷別審理期間別人員表

令和6年5月末現在

審理
期間

法廷別

総
数

当 審受理の 日 か ら

1月以内2月以内3月以内6月以内1年以内2年以内3年以内i4年以内5年以内 6年以内,7年以内|蟻
｜ ’ ’ もの

起 訴 の 日 か ら

17年を

6月以内1年以内2年以内3年以内4年以内i5年以内!6年以内!7年以内'超える
I

’ ｜ ’ もの

大法廷

うち蛾判員関与

t

I
l

第一小法廷

うち畿判員関与

131

18

31 51 27 11 4 6 1

3 91 2 3 1 ’

47 33 24 10 9 3 1 ･ 4

61 5 3 1 1 1 1

第二小法廷

うち裁判員関与

116

21

28 50 21 7 4 5 1

3 ･ 10 5 2 1

1 39 33 14 12 6 3 2 6

4 3 6 6 2

第三小法廷

うち裁判貝関与

116

8

25 43 21 11 5 ’ 10 1 ’
､ ｡ ÷

4 1 2 1

41 38 19 7 4 1 5 1

3 2 1 1 1

合計

うち畿判風関与

363

47

84 144 69 29 13 I 21 1 1 1

10 20 9 6 1 1

I

’

1 1 127 104 57 29 19 7 8 11
９
１
サ

’ 13 10
1

1

1

10 8 1 4 I 1



【機密性2】

第7表刑事上告事件の処遇別人員表
合和6個

第8表刑事上告未済事件の勾留期間別人員表
含和6壬

発
付
さ
れ
た
被
告
人
員

そ
の
月
中
に
勾
留
令
状
を

さ
れ
た
人
員

そ
の
月
中
に
保
釈
を
許
可

さ
れ
た
人
員

そ
の
月
中
に
保
釈
を
取
消

月末現在係属事件の被告人

総
数

勾
留
さ
れ
て
い
る
人
員

保
釈
さ
れ
て
い
る
人
員

さ
れ
て
い
る
人
員

保
釈
以
外
の
事
由
で
釈
放

刑
訴
三
四
三
条

保
釈
失
効
の
未
収
容
の
人
員

不
拘
束
の
人
員

収
容
中
の
人
員

そ
の
他

363 171 9 1 182

うち裁判
員関与

47 39 8

、

虹、

、、

甦

、

期間

事項～＝
、

、、

総
数

一
月
以
内

一
一
口
洞
″

三

月
〃

↑
ハ
ロ
洞
″

一

年
〃

二

年
〃

年
〃

四
年
〃

五
年
〃

六
年
〃

七
年
〃

え
る
も
の

七
年
を
超

上告審受理から 171 47 77 31 12 2 2

うち裁判員関与 39 9 15 8 6 1

第一審受理から 171

、

、

～己
、

、

子、
、

且

、

60 52 30 12 7 1 4 5

うち裁判員関与 39
■、

、

、

、

、m、

～

13 9 7 4 1 4 1



【機密性2】

第9表刑事上告既済事件の法廷別勾留人員の勾留期間等区分表

刑事上告月報

第9表（5月分）

人員

総
数

一

上 告 審 に お け る 勾 留 期 間 起訴後における勾留期間
一
一

一
一
ハ

一
一
一 二 三 四 四え 二 四 五 五え

る
も
の

年
を
超

年
以
内

年
以
内

年
以
内

年
以
内

年
以
内

る
も
の

年
を
超

年
以
内

年
以
内

年
以
内

年
以
内

月
以
内

月
以
内

月
以
内

月
以
内

大 法 廷

うち裁判員関与

第一小法廷

うち裁判員関与

第二小法廷

うち裁判員関与

第三小法廷

うち裁判員関与

29

5

22

2

25

3

2 10 12 ･4 1 12 15 1 1

21 7 I

3 1 1 4 1

12 1 10 9 3

1 1
■ 一

1 1

1 61 14 3 1 16 9

1 1 1 1 2

合 計

うち裁判員関与

76

10

51 23! 38 8 1 1 381 33
､

4 1

1 1 5 2 1 1 71 1 1



【機密性2】

第10表刑事上告既済事件の法廷別・上告理由別人員表
'4･fI16fE

刑事上告月報

第10表(5月分）

人員

員人別

不

昌裟

そ
の
伽

・
大
赦

刑
の
廃
止
・
変
中

再
審
事
巾

事
実
誤
翠

由

涌
理るた主

、！《
！

法
令
違
蛭

一

可
劉
副
の
’

一
判
例
違
反
に
名
牟

判
例
違
疋

か
り
る
も
の

憲
法
違
反
に
名
舟

憲
法
違
硬

総
・
戦

数の由

そ
の
紬

・
大
赦

刑
の
廃
止
・
変
職

再
審
事
山

事
実
誤
諏

理
一
量
刑
不
叫

る
法
令
違

す存

Ｔ
ｌ

一
カ
リ
る
も
の

莉
例
違
反
に
名
券

判
例
違
踵

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
１
１
Ｉ
ｆ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
ｆ
ｐ
ｌ
４
０
１
Ｉ

か
り
る
も
の

併
憲
法
違
反
に
名
を

総
激

刑 法 犯

うち裁判員関与

特 別法犯

うち裁判員関与

合 計

うち裁判員関与

81

8

45

3

126

11

21 6 1 10 28 81 8

3 1 1 l 2

13 1 1 18 1 11

2 1

34 7 11 46 9 19

59 1 21 ．1 2

74

10

28

5

102

15

61 14 20 34

1 3 3 3．

4 9 9 6

1 2 1 1

10 23 29 40＃

2 5． 4 ．4

刑 法 犯

うち裁判員関与

特別法犯

うち裁判員関与

大法廷合計

うち裁判員関与

刑 法 犯

うち裁判員関与

特 別 法犯

うち裁判員関与

第一小法廷合計
●

うち裁判員関与

36

5

11

1

47

6

9 2 51 15I 4 1

2 1 1 1

3 1 4 3

1

12 2 一
■
■
●

6 19 4 4

3 11 1 ･ 1

36

7

０
３
６
０

１

４
１

７
２
３

１７
２
３

８
２
３

』

■

■

０

１

４

１

１

1 1 1

5 11 101 20

2 3 3 2

！

刑 法 犯

うち裁判員関与

特別法犯

うち裁判員関与

第二小法廷合計

うち裁判員関与

28

1

15

‐ 1

43

2

6 2 3 8 4 5

1 lb

3 11 71 1 3

1

9 3 3 15 51 8

1 1 1

20

６
２

26

2

1 3 6 101

2 2 2

1 1

1 5

1 1’
8 121

1

刑 法 犯

うち裁判員関与

特 別 法犯

うち裁判員関与

第三小法廷合計

うち裁判員関与

７
２
９
１
６

１

１

３

3

’
４
，
０
－
０
．

５
７

２２６
１
７

13I
1

２
１
５

2 21 12 7

1 1 , 1

８
３
２
０

１

１

３

3

1 3 7 I 7

1 1 1

3 4 4 1

4 7 11 81

1 1 1



【機密性2】

第11表刑事上告事件につき憲法に反するかどうかを判断した判決の法廷別人員表

令和6年5月分

、

判断区分

法廷別
、､

判決総数 憲法判断をした判決 違憲と判断した判決 合憲と判断した判決 少数意見の数

大法廷

うち裁判員関与

第一小法廷

うち裁判員関与

第二小法廷

うち裁判員関与

第三小法廷

うち裁判員関与

ー

1

■

９

．

ｆ

Ｉ

０

Ｉ

Ｆ

ｌ

Ｌ

Ｂ

Ｈ

ｂ

Ⅱ

１

１

１

１

ョ

ｌ

ｊ

１

ｌ

ｌ

１

４

ｄ

目

ｑ

４

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

ｌ

０

１

■

日

。

■

合 計

うち裁判員関与

1



〆

【機密性2】

第12表刑事上告事件破棄区分別破棄理由別人員表
令和6年5月分

～
～

～

、－

■、■~

破轆区分

破棄理由
～

〉

～
～

～
～

総数 憲法違反 判例違反 法令違反 量刑不当 事実誤認
’

刑の廃止・

再審 その他
変更．大赦

自

有罪

うち裁判員関与

一部有罪

うち裁判員関与

無罪
6

判

差

うち裁判員関与

免訴

うち裁判員関与

公訴棄却

うち裁判員関与

戻 ･移送

うち裁判員関与

’

０
１
■
１
０
１
１
４
●
０

I

I

’

’

今計ロ
も■

うち裁判員関与



【機密性2】

第13表刑事上告既済事件の原審判決に対する科刑比較件数及び人員表

刑事上告月報

第13表（5月分）

総数表

件数

既済件数

鍵|~雨一惠

別
法
犯

法
犯数

そ
の
他

差
戻
し
・
移
送

公
鮮
棄
却

免
訴

無
罪

刑
の
免
除

禾
科
料

滝の決判審訴

罪有
金罰銅禁

拘
留

百
万
円
以
上

五
十
万
円
以
上

’
役

十
万
円
以
上

五
万
円
以
上

三
万
円
以
上

二
万
円
以
上

一
万
円
以
上

一
万
円
未
満

三
年
以
上

二
年
以
上

一
年
以
上

六
月
以
上

六
月
未
満

’

無
期

二
十
年
以
下

十
五
年
以
下

十
年
以
下

七
年
以
下

五
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以
下

三
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二
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以
上

一
年
以
上

控
六
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以
上

悪

I

I

六
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未
潤

死
刑

上

生
ロ

有 罪

破自‘うち陸”関与

無 罪

うち＆判員飼与

判免 脈
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うち飲判貝悶与

の 判 決

上棄うち且判貝“
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うら鹸判日嗣が

果公訴棄却

うち餓判貝瞬与
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【機密性2】

令和6年

本表は原審判決の結果により分類した科刑その他の既済区分を

上告審の既済結果別に区分したものである。

刑事上告月報

第13表（5月分）

総数表

人員

既済人員

総

数

刑 特

法

別

． 法

犯 犯

硬 腓 審 判 決 の 結 果
－●

有 ． 罪
悪 役

死 ．

六 六 一 一
一 三 五 七 十 十 二 無

十
年
以

五
年
以

年
以
下

年
以
下

年
以
下年

年
以
上

年
以
上

月
以
上

月
未
満

刑 下 下 期

禁 銅

人 ，.、 ‐-． 二
一
一
一

年
以
上

年
以
上

年
以
上

月
以
上

月
未
満

刑 。 金

一 一 二

五

三 五 十十 百

万
円
以
上

万
円
以
上

万
円
以
上

万
円
以
上

万
円
以
上

万
円
以
上

万
円
以
上

万
円
未
満

’
拘 科 刑

留 料

Ｑ
‐
９

’

の
免

除

無 免 公 ・差 そ

戻

託 し

・ の

棄移

罪 訴 却 送他

有 罪

破自 うち置判員馳

上 無 罪

うち哉判R関与

告 判免 訴

うち裁判員閣￥

審棄差戻し・移送

うち鐘判貝関与

の 判 決

上棄うち垂”悶辱

結告却決 定

うち鐘判例関与

果公訴棄却

うち筐剰員国辱

取 下

うち裁判員閤〃

総 数

うち裁判貝関与

－

1

－
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－

9

19
－

2
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11

1

721 34

6 3

8 11

2
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2 21 21 19 I
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【機密性2】

第13表刑事上告既済事件の法廷別原審判決に対する科刑比較件数表

令和6年
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刑事上告月報

第13表（5月分）

件数

既済件数

総

数

刑特

法
別
法

犯 犯

控 訴 審 判 決 の 結 果

有 罪

懲 役

死 ．

八 六 一 二 三五七十十
一
一

十
年
以

五
年
以

年
以
下

年
以
下

年
以
下年

年
以
上

年
以
上

月
以
上

月
未
満

刑 下 下期

I

禁 銅

八 八 － 二 三

年
以
上

年
以
上

年
以
上

月
以
上

月
未
満

嗣 金
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一
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五
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万
円
以
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以
上

万
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上
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上
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未
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【機密性2】
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卦刑その他の既済区

上告審の既済結果別に区分したものである。
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【機密性2】

第13表刑事上告既済事件の法廷別原審判決に対する科刑比較人員表

副決 r

刑事上告月報

第13表（5月分）

人員

･既済人員

総

数

刑特

法

別

， 法

犯犯

死

刑

控 訴 審 判 決 の 禧 禾

有

態 役

六 人 一
一
一 三 五七十十 二

十
年
以

五
年
以

年
以
下

年
以
下

年
以
下年

年
以
上

年
以
上

月
以
上

月
未
満

■

凸

己

■

８

１

＆

無

下 下期

禁 銅

六六一
一
一 三

年
以
上

年
以
上
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以
上

月
以
上
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未
満

罪

罰 金

’
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■
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五
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万
円
以

万
円
以

万
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以

万
円
以

方
円
以

万
円
以

万
円
以

万
円
宋

満上上上上
I
ﾘ

’
上 上上

拘科刑

’
の
免

留料除

無免 I 公差そ1
一

l民

訴 し

・ の

棄移

罪訴却送他

うち紋判貝関年

決 定
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上告審の既済結果別に区分したものである。
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